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【公開番号】特開2018-19294(P2018-19294A)
【公開日】平成30年2月1日(2018.2.1)
【年通号数】公開・登録公報2018-004
【出願番号】特願2016-148995(P2016-148995)
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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月29日(2018.5.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の撮影装置により撮影対象領域を複数の方向から撮影することにより得られる画像
に基づいて生成される仮想視点画像に関する仮想視点の位置に応じた情報を取得する取得
手段と、
　前記撮影対象領域の音を収音する複数のマイクによる収音に基づく複数の収音信号の中
から、再生用の音響信号を生成するために用いる１以上の収音信号を、前記取得手段によ
り取得される前記仮想視点の位置に応じた情報に基づいて選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択される前記１以上の収音信号を用いて前記再生用の音響信号を
生成する音響生成手段と
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記取得手段により取得される情報に基づいて、前記再生用の音響信号の生成に係る仮
想聴取点の位置を決定する決定手段を有し、
　前記音響生成手段は、前記決定手段により決定される前記仮想聴取点の位置に基づいて
前記１以上の収音信号を合成することで、前記再生用の音響信号を生成することを特徴と
する請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記取得手段により取得される情報に基づいて、前記仮想聴取点にお
ける聴取方向をさらに決定することを特徴とする請求項２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記取得手段により取得される情報によって特定される前記仮想視点
に応じて決まる位置であって前記仮想視点の位置とは異なる位置を、前記仮想聴取点の位
置として決定することを特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記取得手段により取得される情報から特定される前記仮想視点の位
置から前記仮想視点の視線方向に離れた位置を前記仮想聴取点の位置として決定すること
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を特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記取得手段により取得される情報と前記複数の撮影装置により撮影
される被写体の位置とに基づいて前記仮想聴取点を決定することを特徴とする請求項２又
は３に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記複数のマイクは前記撮影対象領域内の複数の収音位置の音を収音するように設置さ
れ、
　前記選択手段は、前記複数の収音位置の中から１以上の収音位置を選択し、選択された
当該１以上の収音位置に対応する１以上の収音信号を、前記再生用の音響信号を生成する
ために用いる１以上の収音信号として選択する（段落００１６）ことを特徴とする請求項
２乃至６の何れか１項に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　前記選択手段は、前記再生用の音響信号を生成するために用いる前記１以上の収音信号
に対応する前記１以上の収音位置として、前記決定手段により決定される前記仮想聴取点
の位置を中心とする聴取範囲に含まれる収音位置を選択することを特徴とする請求項７に
記載の情報処理システム。
【請求項９】
　前記選択手段は、前記再生用の音響信号を生成するために用いる前記１以上の収音信号
に対応する前記１以上の収音位置として、前記取得手段により取得される情報によって特
定される前記仮想視点の視野に対応する聴取範囲に含まれる収音位置を選択することを特
徴とする請求項７に記載の情報処理システム。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記再生用の音響信号を生成するための前記１以上の収音信号に対応
する前記１以上の収音位置として、前記取得手段により取得される情報と前記複数の撮影
装置により撮影される被写体の位置とに基づいて決定される聴取範囲に含まれる収音位置
を選択することを特徴とする請求項７に記載の情報処理システム。
【請求項１１】
　情報処理システムの制御方法であって、
　複数の撮影装置により撮影対象領域を複数の方向から撮影することにより得られる画像
に基づいて生成される仮想視点画像に関する仮想視点の位置に応じた情報を取得する取得
工程と、
　前記撮影対象領域内の音を収音する複数のマイクによる収音信号に基づく複数の収音信
号の中から、再生用の音響信号を生成するために用いる１以上の収音信号を、前記取得工
程において取得される前記仮想視点の位置に応じた情報に基づいて選択する選択工程と、
　前記選択工程において選択される前記１以上の収音信号を用いて前記再生用の音響信号
を生成する音響生成工程と
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１２】
　前記取得工程において取得される情報に基づいて、前記再生用の音響信号の生成に係る
仮想聴取点の位置を決定する決定工程を有し、
　前記音響生成工程においては、前記決定工程において決定される前記仮想聴取点の位置
に基づいて前記１以上の収音信号を合成することで、前記再生用の音響信号が生成される
ことを特徴とする請求項１１に記載の情報処理システムの制御方法。
【請求項１３】
　前記決定工程においては、前記取得工程において取得される情報によって特定される前
記仮想視点に応じて決まる位置であって前記仮想視点の位置とは異なる位置が、前記仮想
聴取点の位置として決定されることを特徴とする請求項１２に記載の情報処理システムの
制御方法。
【請求項１４】
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　コンピュータを請求項１から１０のいずれか１項に記載の情報処理システムが備える各
手段として機能させるためのコンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明による情報処理システムは以下の構成を備える。即ち
、複数の撮影装置により撮影対象領域を複数の方向から撮影することにより得られる画像
に基づいて生成される仮想視点画像に関する仮想視点の位置に応じた情報を取得する取得
手段と、前記撮影対象領域の音を収音する複数のマイクによる収音に基づく複数の収音信
号の中から、再生用の音響信号を生成するために用いる１以上の収音信号を、前記取得手
段により取得される前記仮想視点の位置に応じた情報に基づいて選択する選択手段と、前
記選択手段により選択される前記１以上の収音信号を用いて、前記再生用の音響信号を生
成する音響生成手段と
を有する。
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